
平成２３年１０月１日（５）№５５６

▼人件費（平成２２年度一般会計決算）
２１年度の
人件費率
（参考）

人 件 費 率
Ｂ／Ａ

人 件 費
Ｂ実質収支額歳出総額

Ａ
住民基本
台帳人口

２４.６％２４.９％９２８,０６７
千円

１９８,３３２
千円

３,７２９,２１９
千円

１１,９０６人
（２３.３.３１現在）
※人件費には、特別職に支給される給料や報酬などを含みます。
※実質収支は、歳入と歳出の差額から翌年度に繰越す財源を差引いたものです。

▼職員給与費（平成２２年度一般会計決算）
１人当たり
給与費
Ｂ／Ａ

給　　与　　費職員数
Ａ 計Ｂ期末勤勉手当職員手当給　料

５,６２２千円５４５,３５０千円１２７,１４８千円５１,０９２千円３６７,１１０千円９７人
※職員数は、特別会計、企業会計の職員は含まないため、他の表の職員数と一致しません。

▼級別職員数（平成２３年４月１日現在）※職員数は、松田町の給与条例に基づく行政職の給料表の級区分による人数です。

合　計技　能
労務職医　師

一　　般　　行　　政　　職　　等
区　分

７　級６　級５　級４　級３　級２　級１　級

課（局・室）長課長代理
主幹

係長
副主幹主　査主任主事主　事主事補職　名

１０８人３人１人９人１１人２５人３２人１０人１２人５人職員数
―――２.８％０.９％８.３％１０.２％２３.２％２９.６％９.３％１１.１％４.６％構成比

▼職員手当
危険・困難・不健康な業務などに従事したときに
支給される手当（７種類）特殊勤務手当民間企業のボーナスに相当する手当

支給割合：３.９５月分（平成２２年度分）期末手当・勤勉手当

正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給さ
れる手当時間外勤務手当

退職時に支給される手当
県内３市１４町７一部事務組合で構成する退職手
当組合より支給されます。

退職手当

扶養手当・住居手当・通勤手当・管理職手当などその他民間の賃金等を考慮して支給される手当（２２年度
から廃止）地域手当

▼特別職の給料と町議会議員の報酬
（平成２２年度分）

期末手当（年間）月　額区　分

３.５０月分
（一部減額）

７４７,０００円町　長
給　

料
６１３,０００円副町長

５８２,０００円教育長

４.３０月分

３５０,０００円議　長
報　

酬
２７０,０００円副議長

２５０,０００円議　員

▼職員の休暇　職員は年次有給休暇と特別休暇（忌引きなどの
　　　　　　　　特別な事由に該当する場合）が与えられます。

２０日付与日数（１年）平成２２年
年次有給休暇 ７.４日平均取得日数

▼職員の研修　職員の能力開発のため研修を実施しています。
３６講座研修講座数

平成２２年度
９４人受講延べ人数

▼職員の分限と懲戒処分
１人分限処分者数

平成２２年度
３人懲戒処分者数
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＜ラスパイレス指数＞（　）は県内３３市町村中の順位 
（※１５～１７年度は３７市町村、１８年度は３５市町村） 

ラスパイレス指数
とは、学歴、経験年
数を基に給与水準
を計る物差しとな
るもので、国家公
務員を１００として
算出したものです。 

「ラスパイレス指数」 
とは？ 

▼職員数（一般職）（各年４月１日現在）

平均年齢職員数職員定数区　分
公営企業等教育委員会一般行政

４４歳４月１６人２６人７０人１１２人１１９人平成２２年
４４歳１月１６人２５人６７人１０８人１１９人平成２３年

 ▼平均給料月額と平均年齢
平均年齢平均給料区　分
４１歳１１月３１２,５００円一般行政職
５５歳７月２４１,９００円技能労務職

 ▼一般行政職の経験年数別給料月額
２０～２５年１５～２０年１０～１５年区　分
３５３,１００円３３３,６００円２７７,０００円大学卒
３１４,８００円――――――――高校卒

 ▼一般行政職の初任給
国松 田 町区　分

１７２,２００円１７２,２００円大学卒
１４０,１００円１４０,１００円高校卒

　平成２２年度決算における町職員の人事行政（給与・職員数など）の運営状況をお知らせします。
なお、さらに詳しい内容は、町ホームページ（http://town.matsuda.kanagawa.jp/）に掲載
していますのでぜひご覧ください。

【問合せ】庶務課庶務係　�（８３）１２２１

 １　職員の任免と職員数

 ２　職員の給与の支給状況

 ３　その他


